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総論
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●地域包括支援センターの再編については、運営法人・従事職員の多大なる協力の
　もと、日常生活圏域ごとの運営に向けた体制を構築することができ、本市の総合相談
　支援体制の充実強化にあたって、一定の体制整備を図ることができたものと考える。

●ただし、高齢化の進行に伴い、センターへ寄せられる支援ニーズは今後さらに増大・
　多様化することが見込まれており、一方で第１０期（令和９年～令和１１年）以降は本
　格的な人口減少の進展に伴い、「相対的な人手不足」から「絶対的な人手不足」に移
　行すると言われている。

●再編整備の効果を持続可能且つより実行的なものとする観点からも、センターの現
　　状を踏まえつつ、今後のセンターに求められる役割やその機能について点検・整理す
　　る必要がある。



本市の人口推計
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センターの業務分類別の業務割合（R6タイムスタディ調査より）
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センターの直接支援の業務割合（R6タイムスタディ調査より）
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センターの間接支援の業務割合（R6タイムスタディ調査より）



総合相談件数の推移（件）
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相談内容の内訳（令和７年８月実績）

7

センター名 　介護・　　
介護保険

総合事業 医療 認知症 権利擁護 複合的 その他    
(住まい等) 

合計

東山 1,077 276 35 35 9 0 120 1,552

福米 410 74 51 6 1 6 32 580

福生 324 67 90 5 1 16 70 573

湊山 500 61 32 11 15 10 59 688

後藤ヶ丘・加茂 183 22 42 23 10 43 60 383

弓浜 567 21 50 2 0 4 170 814

尚徳 88 12 74 26 6 8 69 283

箕蚊屋 527 92 58 25 92 8 12 814

淀江 313 45 56 0 0 1 47 462

合計 3,989 670 488 133 134 96 639 6,149



相談者の内訳（令和７年８月実績）
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センター名 家族・親族 その他　　
高齢者
世帯

独居
高齢者

医療機関 民生委員 近隣住民 その他 
(事業所) 

合計

東山 257 245 192 125 18 5 710 1,552

福米 114 93 96 47 1 1 228 580

福生 118 98 99 57 5 1 195 573

湊山 111 152 144 64 12 1 204 688

後藤ヶ丘・加茂 105 39 33 51 5 5 145 383

弓浜 209 201 118 50 19 0 217 814

尚徳 55 32 50 68 3 6 69 283

箕蚊屋 165 79 105 74 4 1 386 814

淀江 102 74 61 44 0 1 180 462

合計 1,236 1,013 898 580 67 21 2,324 6,139



【参考】緊急性のレベルごとの対応件数と平均所要時間
（「地域包括支援センター業務マニュアル」（平成19年９月）より）
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介護予防(要支援者・事業対象者)ケアマネジメント数の推移（件）
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【参考】地域包括支援センターにおける介護予防ケアマネジメントの実施状況
（令和7年10月９日社会保障審議会介護保険部会（第126回）より）
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【参考】多様なサービス・活動の例
（「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」より）
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【参考】「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」
検討会中間とりまとめ（概要）
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【参考】複合的な課題を抱える高齢者の増加に対応するための
相談体制・ケアマネジメント体制の整備

(令和７年２月20日社会保障審議会介護保険部会（第117回)より)
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【参考】複合的な課題を抱える高齢者の増加に対応するための
相談体制・ケアマネジメント体制の整備

(令和７年２月20日社会保障審議会介護保険部会（第117回)より)
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【参考】複合的な課題を抱える高齢者の増加に対応するための
相談体制・ケアマネジメント体制の整備

(令和７年２月20日社会保障審議会介護保険部会（第117回)より)
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【参考】「介護保険制度の見直しに関する意見」一部抜粋
(令和４年１２月２０日社会保障審議会介護保険部会（第106回)より)

（地域包括支援センターの体制整備等）

○認知症高齢者の家族を含めた家族介護者の支援の充実のためには、こうした地域包括支援セ
　ンターの総合相談支援機能を活用することが重要であるが、総合相談支援機能を発揮できるよう
　にするためにも、センターの業務負担軽減を推進するべきである。また、家族介護者支援において
　は、地域包括支援センターのみならず、認知症対応型共同生活介護などの地域拠点が行う伴走
　型支援、認知症カフェの活動、ケアマネジャーによる仕事と介護の両立支援などの取組との連携
　を図ることが重要である。

○こうした地域包括支援センターの業務負担軽減を進めるに当たり、保険給付として行う介護予
　防支援について、地域包括支援センターが地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括
　的に支援することを目的とする施設であることを踏まえ、介護予防支援の実施状況の把握を含め、
　地域包括支援センターの一定の関与を担保した上で、居宅介護支援事業所に介護予防支援の
　指定対象を拡大することが適当である。また、総合事業において、従前相当サービス等として行わ　
　れる介護予防ケアマネジメントＡについて、利用者の状態像等に大きな変化がないと認められる
　場合に限り、利用者に説明し、合意を得てモニタリング期間の延長等を可能とすることが適当で
　ある。
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【参考】「介護保険制度の見直しに関する意見」一部抜粋
(令和４年１２月２０日社会保障審議会介護保険部会（第106回)より)

（地域包括支援センターの体制整備等）

○また、総合相談支援業務について、センターの専門性を活かした効果的な実施等の観点から、　
　居宅介護支援事業所などの地域の拠点のブランチやサブセンターとしての活用を推進すること
　が適当である。総合相談支援業務はセンターが行う根幹の業務であることを踏まえ、質の確保に
　留意しつつ、センターの業務との一体性を確保した上で市町村からの部分委託等を可能とするこ
　とが適当である。

○ これらの取組のほか、センターの業務に関し、標準化、重点化及びＩＣＴの活用を含め、業務の
　 質を確保しながら職員の負担軽減に資するような方策を検討することが適当である。

○センターの職員配置については、人材確保が困難となっている現状を踏まえ、３職種（保健師そ
  の他これに準ずる者、社会福祉士その他これに準ずる者及び主任介護支援専門員その他これに
  準ずる者）の配置は原則としつつ、センターによる支援の質が担保されるよう留意した上で、複数 
  拠点で合算して３職種を配置することや、「主任介護支援専門員その他これに準ずる者」の「準
  ずる者」の範囲の適切な設定など、柔軟な職員配置を進めることが適当である。



現状の課題整理・対応の方向性等
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・センターの総合相談の件数は約１０年間で２倍に増加しており、介護保険のサービス利用に関する
　 ことが中心である。
・また、介護予防ケアマネジメントについても約１０年間で１．２倍に増加しており、付随する事務作業 
   （プラン作成・記録）が業務を圧迫していると考えられる。

● 生産年齢人口そのものが今後大幅に減少していく中、相談やケアマネジメントの件数の増に比例し　
　 て今後センター職員を増員することは、ほぼ不可能。

● ２０４０年に向け、医療介護連携の推進や、地域における社会資源の創出など、地域全体の支援に
　 重点的に取り組むためには、増員に頼らない形でセンターの体制充実を図る必要がある。

● 相談支援に関する関係機関との住み分け・役割分担の整理
● 総合事業の多様なサービス・支援の導入
　　 ⇒従前型サービス（ケアマネジメントA）で忙殺される状況からの脱却



今後の主な流れ（予定）
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第１０期計画期間（令和９～１１年度）開始

令和８年度

令和７年度

第１０期のセンターの人員体制・委託料の方針決定

第１回運営協議会
（令和７年１０月）

第２回運営協議会
（令和８年２月頃）

・現状と課題（概要）の共有

・方針検討にあたり、今後検証すべき
  ポイントや対応に関する意見交換

・現状と課題（詳細）の報告⇒


